
令和３年１１月１５日 

人事採用ご担当者 様 

北九州商工会議所 

（ 公 印 省 略 ） 

「2022 年 第１回北九州合同会社説明会（対面型）」 

開 催 の ご 案 内 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用情勢の悪化が懸念される中、就職機会の提供

を図ることの重要性を鑑み、適切な感染防止対策を講じた上で、北九州市と合同で標記説明会を開

催いたします。 

 つきましては、別紙１（開催概要／新型コロナウイルス感染症の感染防止対策）をご覧いただ

き、参加につきましてご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、参加をご希望の場合は、別紙２（参加申込書）に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは 

メールにてお申し込みください。 

敬具 

記 

１．開催日程：２０２２（令和４）年 ３月２３日（水） 

２．開催場所：西日本総合展示場 新館（北九州市小倉北区浅野三丁目８－１） 

３．募集企業：１７０社        

４．参 加 料：会員３万円(税込)／一般１０万円(税込)  

５．応募締切：２０２１年 １２月 ２４日（金） （※応募多数の場合は抽選） 

６．来場対象者：２０２３年３月卒業予定の大学（院）・短大・高専・専門学校生（留学生を含む）

および既卒者・転職希望者 

７．新型コロナウイルス感染対策：「別紙１」をご一読いただき、同意の上、お申し込みください。 

８．備  考：新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催を中止とする場合がありますこと

を予めご了承ください。

             例年、３月と４月に説明会を開催しておりましたが、来年につきましては４月開催

の予定がないことを申し添えさせていただきます。 

【問い合わせ先】 

北九州商工会議所 産業振興部産業振興課（担当：高良、大島） 

〒802－8522 北九州市小倉北区紺屋町 13番 1号 毎日西部会館 2階 

TEL：093（541）0185  FAX：093（531）1799 

E－mail:koyou@kitakyushucci.or.jp 



【 開 催 概 要 (対面型)】 

１．日   時  ２０２２年３月２３日（水） １２：００ ～ １６：００ 

２．場   所  西日本総合展示場 新館 (北九州市小倉北区浅野三丁目８－１) 

３．企 業 数   １７０社   

４．参 加 料    会員 ３万円（税込）／一般 １０万円（税込） 

※会場内で電源の使用をご希望の場合は別途５千円（税込）をご負担いただきます 

※申込締切後に請求書をお送りしますので、入金をもって参加確定とします 

なお、入金締切日以降の返金はいたしかねますので予めご了承ください 

５．来場対象  ２０２３年３月卒業予定の大学（院）・短大・高専・専門学校生（留学生を含む） 

および既卒者・転職希望者 

６．実施内容   企業ごとにブースを設置し、来場者に対して、企業概要の説明や採用案内を行う。 

来場者は氏名・大学名等を記入した「受付票」を企業ブースで提出します。 

７．申込方法    別紙２「申込書」にご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。 

参加企業ガイドブック及びホームページに掲載する企業紹介原稿につきましては 

申込受付後、随時こちらからＦＡＸまたはメールでご連絡します。 

８．申込締切    ２０２１年１２月２４日 (金) （※応募多数の場合は抽選とします） 

９．主   催  北九州商工会議所、北九州市 

10．共催(予定)  北九州雇用対策協会、九州地区大学就職指導研究協議会、下関商工会議所 

11．後援(予定)  福岡労働局、福岡県、(公財)産業雇用安定センター、 

福岡県中小企業団体中央会、(一社)北九州中小企業団体連合会、 

福岡県留学生サポートセンター運営協議会（FiSSC） 

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・ 

【新型コロナウイルス感染症への感染防止対策】 

※以下の感染防止対策を実施いたします。 

□ イベント開催日より１４日以内に日本の入国規制国・地域への渡航歴がある方、 

または、渡航歴をお持ちの方と接触された方への参加見合わせのお願い

□ 発熱・体調不良時の参加見合わせのお願い

□ 来場数を常時管理し、一定以上の来場数とならないよう、「事前エントリー制」の導入

□ 入場時にサーモグラフィまたは体温計による体温測定を実施 

□ 換気の励行 

□ アルコール手指消毒液の設置 

□ 会場内の定期的な消毒 

□ 密集回避策の実施（立ち位置などを記したフロアマーカー等） 

□ 来場者・企業・関係者等にマスク等着用の義務付け など 

別紙１


